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議案 別冊資料

番号 件　　　　　名 主　管　課

2
一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についての意見の申出について（報告承
認）

教育政策課 p.2

3
一般職に属する学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての意見の申出について
（報告承認）

教 職 員 課 p.49

4
知事等の給与及び旅費に関する条例及び山口県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関す
る条例の一部を改正する条例についての意見の申出について（報告承認）

教育政策課 p.83

5
会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についての意見の
申出について（報告承認）

教育政策課 p.85

6
会計年度任用学校職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についての意
見の申出について（報告承認）

教 職 員 課 p.88

7
一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例についての意見の申出について
（報告承認）

教 職 員 課 p.91

8
義務教育諸学校等の教育職員の給与特別措置条例の一部を改正する条例についての意見の申出につ
いて（報告承認）

教 職 員 課 p.94
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第
一
条
䦅
第
十
条
の
四 

䥹
略
䥺 

 

䥹
初
任
給
調
整
手
当
䥺 

第
十
条
の
五 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
に
新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
に
は
䣍

当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
額
を
䣍
採
用
の
日
の
属
す

る
月
の
翌
月
の
初
日
䥹
採
用
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
䣍
そ
の
日
䥺

か
ら
䣍
第
一
号
に
掲
げ
る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
三
十
五
年
以
内
䣍
第

二
号
に
掲
げ
る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
二
十
年
以
内
䣍
第
三
号
に
掲

げ
る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
五
年
以
内
の
期
間
䣍
こ
れ
ら
の
日
䥹
第
一

号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
䣍
採
用
後
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
日
䥺
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
ご
と

に
そ
の
額
を
減
じ
て
䣍
初
任
給
調
整
手
当
と
し
て
支
給
す
る
䣎 

 

一 

医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
及
び
医
療
職
給
料
表
㈠
以

外
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
資
格
を

有
す
る
も
の
䥹
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職
員
に
限
る
䣎
䥺
の
職
の
う
ち
採

用
に
よ
る
欠
員
の
補
充
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
で
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
も
の 

月
額
四
十
一
万
七
千
六
百
円 

 
 

   

改 
 

正 
 

案 

○ 

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
䥹
第
一
条
関
係
䥺 

    

 

第
一
条
䦅
第
十
条
の
四 

䥹
略
䥺 

                 
  

   
現 

 
 

 
 

行 

 

2



 

 
二 

獣
医
学
に
関
す
る
専
門
知
識
を
必
要
と
し
䣍
か
つ
䣍
採
用
に
よ
る
欠

員
の
補
充
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
も
の 

月
額
六
万
円 

 

三 

䥹
略
䥺 

２
䦅
４ 

䥹
略
䥺 

 

 
改 

 

正 
 

案 

   

三 

䥹
略
䥺 

２
䦅
４ 

䥹
略
䥺 

 

現 
 
 

 
 

行 

3



䥹
通
勤
手
当
䥺 

第
十
一
条 

䥹
略
䥺 

 

２ 

通
勤
手
当
の
額
は
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
䣍
当
該

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
䣎 

 

一 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員 

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
䣍
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
職
員
の
支
給
単
位
期

間
の
通
勤
に
要
す
る
運
賃
等
の
額
に
相
当
す
る
額
䥹
以
下
䣓
運
賃
等
相
当

額
䣔
と
い
う
䣎
䥺 

 

二 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員 
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
䣍

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
䣍
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

 
 

イ 

ロ
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員 

二
千
円
䥹
自
動
車
等
の
使
用
距

離
が
片
道
四
キ
ロ
メ
䤀
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
䣍
二
千

円
に
五
万
五
千
円
䥹
自
転
車
そ
の
他
原
動
機
付
の
交
通
の
用
具
以
外

の
交
通
の
用
具
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
の
み
を
使
用
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
䣍
一
万
五
千
七
百
円
䥺
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
䥺 

  
 

ロ 

䥹
略
䥺 

 

三 

䥹
略
䥺 

   

改 
 

正 
 

案 

䥹
通
勤
手
当
䥺 

第
十
一
条 

䥹
略
䥺 

 

                 
 

ロ 

䥹
略
䥺 

 

三 
䥹
略
䥺 

現 
 
 

 
 

行 
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３ 

第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
䣍
自
動
車
等
の
駐
車
の

た
め
の
施
設
䥹
そ
の
所
在
地
及
び
利
用
形
態
が
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
䣎
第
一
号
及
び
第
七
項
に
お
い
て
䣓
駐
車

場
等
䣔
と
い
う
䣎䥺
を
利
用
し
䣍
そ
の
料
金
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す

る
も
の
䥹
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
䣎䥺
の
通
勤
手
当
の
額

は
䣍
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
の
区

分
に
応
じ
䣍
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
䣎  

 

一 

駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当 

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
䣍
五
千
円
を

超
え
な
い
範
囲
内
で
一
箇
月
当
た
り
の
駐
車
場
等
の
料
金
に
相
当
す
る

額
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
以
外
の
通
勤
手
当 

前
項
の
規
定
に
よ
る

額 

 

４ 

運
賃
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
䥹
交

通
機
関
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
䣍
そ
の
合
計
額
䥺䣍
第
二
項
第

二
号
に
定
め
る
額
及
び
前
項
第
一
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
が
十
五
万
円

を
超
え
る
職
員
の
通
勤
手
当
の
額
は
䣍
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍

当
該
職
員
の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
対

象
期
間
に
つ
き
䣍
十
五
万
円
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
䣎 

  

改 
 

正 
 

案 

 
 

䥹
新
設
䥺 

                      

現 
 
 

 
 

行 
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５ 

通
勤
手
当
は
䣍
支
給
単
位
期
間
䥹
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
通
勤
手

当
に
あ
つ
て
は
䣍
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
䥺
に
係
る
最
初
の
月

䥹
当
該
月
に
通
勤
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
と
し
て
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
䣍
そ
の
翌
月
䥺
の
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
䣎 

６ 

通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
つ
き
䣍
離
職
そ
の
他
の
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
䣍
当
該
職
員
に
䣍
支
給
単
位
期

間
の
う
ち
こ
れ
ら
の
事
由
が
生
じ
た
後
の
期
間
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
額
を
返
納
さ
せ
る
も
の
と
す
る
䣎 

７ 

こ
の
条
に
お
い
て
䣓
支
給
単
位
期
間
䣔
と
は
䣍
通
勤
手
当
の
支
給
の
単

位
と
な
る
期
間
と
し
て
六
箇
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
一
箇
月
を
単
位
と

し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
䥹
自
動
車
等
及
び
駐
車
場
等
に
係

る
通
勤
手
当
に
あ
つ
て
は
䣍
一
箇
月
䥺
を
い
う
䣎 

 

８ 

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
䣍
通
勤
の
実
情
の
変
更
に
伴
う
支
給

額
の
改
定
そ
の
他
通
勤
手
当
の
支
給
及
び
返
納
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

は
䣍
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
䣎 

  

第
十
二
条
・
第
十
二
条
の
二 

䥹
略
䥺 

 

改 
 

正 
 

案 

                   
第
十
二
条
・
第
十
二
条
の
二 

䥹
略
䥺 

 

現 
 
 

 
 

行 
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䥹
特
地
勤
務
手
当
等
䥺 

第
十
二
条
の
三 

䥹
略
䥺 

 

第
十
二
条
の
四 

䥹
略
䥺  

２ 

新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
て
特
地
公
署
又
は
準
特

地
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
職

員
䣍
新
た
に
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
公

署
に
在
勤
す
る
職
員
で
そ
の
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ

と
と
な
つ
た
日
前
三
年
以
内
に
当
該
公
署
に
異
動
し
䣍
当
該
異
動
に
伴
つ

て
住
居
を
移
転
し
た
も
の
そ
の
他
前
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
支
給
さ
れ

る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
は
䣍
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
䣍
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
䣍
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
す

る
䣎 

   

改 
 

正 
 

案 

䥹
特
地
勤
務
手
当
等)

䥺 

第
十
二
条
の
三 

䥹
略
䥺 

 

第
十
二
条
の
四  

䥹
略
䥺 

                

現 
 
 

 
 

行 

7



第
十
三
条
䦅
第
十
六
条 

䥹
略
䥺 

 
䥹
宿
日
直
手
当
䥺 

第
十
六
条
の
二 

宿
直
勤
務
又
は
日
直
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
䣍
そ

の
勤
務
一
回
に
つ
き
四
千
七
百
円
䥹
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
特
殊
な

業
務
を
主
と
し
て
行
う
宿
直
勤
務
又
は
日
直
勤
務
に
あ
つ
て
は
䣍
七
千
七

百
円
䥺
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
を

宿
日
直
手
当
と
し
て
支
給
す
る
䣎 

 

２ 

䥹
略
䥺 

 

第
十
六
条
の
三
・
第
十
六
条
の
四 

䥹
略
䥺 

  

改 
 

正 
 

案 

第
十
三
条
䦅
第
十
六
条 

䥹
略
䥺 

        

２ 

䥹
略
䥺 

 

第
十
六
条
の
三
・
第
十
六
条
の
四 

䥹
略
䥺 

     

現 
 
 

 
 

行 

8



䥹
期
末
手
当
䥺 

第
十
六
条
の
五 

䥹
略
䥺 

 

２ 

期
末
手
当
の
額
は
䣍
期
末
手
当
基
礎
額
に
一
万
分
の
一
万
二
千
六
百
二

十
五
䥹
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
等
級
が
七

級
以
上
で
あ
る
も
の
並
び
に
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職

員
で
そ
の
職
務
の
複
雑
䣍
困
難
及
び
責
任
の
度
等
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も

の
䥹
こ
れ
ら
の
職
員
の
う
ち
䣍
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
限
る
䣎

第
十
六
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
䣓
特
別
管
理
職
員
䣔
と
い
う
䣎䥺
に
あ
つ

て
は
䣍
一
万
分
の
一
万
六
百
二
十
五
䥺
を
乗
じ
て
得
た
額
に
䣍
基
準
日
以

前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
䣍
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
䣎 

 

一 

六
箇
月 

百
分
の
百 

 

二 

五
箇
月
以
上
六
箇
月
未
満 

百
分
の
八
十 

 

三 

三
箇
月
以
上
五
箇
月
未
満 

百
分
の
六
十 

 

四 

三
箇
月
未
満 

百
分
の
三
十 

  

改 
 

正 
 

案 

䥹
期
末
手
当
䥺 

第
十
六
条
の
五 

䥹
略
䥺 

                    

現 
 
 

 
 

行 

9



３ 

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
五
十
九
年
山
口
県
条
例
第
一
号
䥺

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
䥹
以
下
䣓
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
䣔
と
い
う
䣎
䥺
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
䣍

同
項
中
䣓
一
万
分
の
一
万
二
千
六
百
二
十
五
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
一
万
分
の

七
千
百
二
十
五
䣔
と
䣍䣓
一
万
分
の
一
万
六
百
二
十
五
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
一

万
分
の
六
千
百
二
十
五
䣔
と
す
る
䣎 

 

４
䦅
６ 

䥹
略
䥺 

 

第
十
六
条
の
六
・
第
十
六
条
の
七 

䥹
略
䥺 

 

改 
 

正 
 

案 

       

４
䦅
６ 

䥹
略
䥺 

 

第
十
六
条
の
六
・
第
十
六
条
の
七 

䥹
略
䥺 

  

現 
 
 

 
 

行 

10



                          

䥹
勤
勉
手
当
䥺 

第
十
六
条
の
八 

䥹
略
䥺 

 ２ 

勤
勉
手
当
の
額
は
䣍
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
䣍
各
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任

を
受
け
た
者
が
人
事
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
従
䣬
て
定
め
る
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
と
す
る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
各
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任

を
受
け
た
者
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
䣍
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各

号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
䣍
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
䣎 

 

一 

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員 

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日

現
在
䥹
退
職
し
䣍
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
䣍
退
職
し
䣍
又
は
死

亡
し
た
日
現
在
䣎
次
項
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養

手
当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算

し
た
額
に
一
万
分
の
一
万
六
百
二
十
五
䥹
特
別
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
䣍

一
万
分
の
一
万
二
千
六
百
二
十
五
䥺
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額 

二 

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員 

当
該
定
年 

 

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
一
万
分
の
五
千
百

二
十
五
䥹
特
別
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
䣍
一
万
分
の
六
千
百
二
十
五
䥺
を

乗
じ
て
得
た
額
の
総
額 

３
䦅
５ 

䥹
略
䥺 

第
十
六
条
の
九
䦅
第
二
十
二
条 

䥹
略
䥺 

  
 

 

附 

則 

䥹
略
䥺 

改 
 

正 
 

案 

䥹
勤
勉
手
当
䥺 

第
十
六
条
の
八 

䥹
略
䥺 

                  

３
䦅
５ 
䥹
略
䥺 

第
十
六
条
の
九
䦅
第
二
十
二
条 

䥹
略
䥺 

  
 

 

附 

則 

䥹
略
䥺 

現 
 
 

 
 

行 
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改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

12



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

13



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

14



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

15



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

16



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

17



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

18



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

19



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

20



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

21



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

22



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

23



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

24



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

25



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

26



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

27



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

28



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

29



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

30



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

31



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

32



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

33



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

34



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

35



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

36



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

37



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

38



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

39



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

40



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

41



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行

42



改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
　
　
　
　
　
行
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第
一
条
䦅
第
四
条 

䥹
略
䥺 

䥹
給
与
に
関
す
る
特
例
䥺 

第
五
条 

第
一
号
任
期
付
研
究
員
に
は
䣍
次
の
給
料
表
を
適
用
す
る
䣎 

    

号給 給料月額 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

円 

431,000 

495,000 

560,000 

647,000 

752,000 

858,000 

 
 

      

２ 

第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
は
䣍
次
の
給
料
表
を
適
用
す
る
䣎 

 
  

号給 給料月額 

 

1 

2 

3 

円 

361,000 

398,000 

427,000 

       ３
䦅
５ 

䥹
略
䥺 

改 
 

正 
 

案 

 

○
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
䥹
第
二
条
関
係
䥺 

 

   

第
一
条
䦅
第
四
条 

䥹
略
䥺 

 

                   ３
䦅
５ 

䥹
略
䥺 

現 
 
 

 
 

行 
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(

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
適
用
除
外
等) 

第
六
条 

䥹
略
䥺 

２ 
第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
職
員
給

与
条
例
第
十
六
条
の
三
第
一
項
䣍
第
十
六
条
の
五
第
二
項
及
び
第
十
六
条

の
十
一
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
䣍
職
員
給
与
条
例
第
十
六
条

の
三
第
一
項
中
䣓
に
あ
る
職
員
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
に
あ
る
職
員
及
び
一
般

職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
四
年
山
口
県
条
例

第
四
十
九
号)

第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た

職
員(

以
下
䣓
第
一
号
任
期
付
研
究
員
䣔
と
い
う
䣎)

䣔
と
䣍
職
員
給
与
条
例

第
十
六
条
の
五
第
二
項
中
䣓
一
万
分
の
一
万
二
千
六
百
二
十
五
䣔
と
あ
る

の
は
䣓
百
分
の
百
七
十
五
䣔
と
䣍
職
員
給
与
条
例
第
十
六
条
の
十
一
第
一

項
中
䣓
職
員
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
職
員
及
び
第
一
号
任
期
付
研
究
員
䣔
と
す

る
䣎 

 

䥹
以
下
䣍
略
䥺 

改 
 

正 
 

案 

䥹
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
適
用
除
外
等) 

第
六
条 

䥹
略
䥺 

            

䥹
以
下
䣍
略
䥺 

 

現 
 
 

 
 

行 

45



 

  

 

第
一
条
䦅
第
六
条 

䥹
略
䥺 

 

䥹
給
与
に
関
す
る
特
例) 

第
七
条 

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員

(

企
業
職
員
で
あ
る
職
員
を
除
く
䣎
以
下
䣓
特
定
任
期
付
職
員
䣔
と
い
う
䣎)

に
は
䣍
次
の
給
料
表
を
適
用
す
る
䣎  

        

２
䦅
４ 

䥹
略
䥺 

  

改 
 

正 
 

案 

 

○
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
䥹
第
三
条
関
係
䥺 

 

  

 

第
一
条
䦅
第
六
条 

䥹
略
䥺 

             

２
䦅
４ 

䥹
略
䥺 

  

現 
 
 

 
 

行 

号給 給料月額 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

円 

408,000 

458,000 

513,000 

578,000 

661,000 

771,000 

900,000 

 

46



䥹
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
一
般
職
に
属
す
る
学
校
職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
適
用
除
外
等
䥺 

第
八
条 

䥹
略
䥺 

２ 

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
職
員
給
与
条
例
第
十
六
条
の
三
第
一
項
䣍

第
十
六
条
の
五
第
二
項
䣍
第
十
六
条
の
八
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
六
条

の
十
一
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
䣍
職
員
給
与
条
例
第
十
六
条

の
三
第
一
項
中
䣓
に
あ
る
職
員
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
に
あ
る
職
員
及
び
一
般

職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
四
年
山
口
県
条
例
第

五
十
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員

(

以
下
䣓
特
定
任
期
付
職
員
䣔
と
い
う
䣎)

䣔
と
䣍
職
員
給
与
条
例
第
十
六
条

の
五
第
二
項
中
䣓
一
万
分
の
一
万
二
千
六
百
二
十
五
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
一

万
分
の
九
千
六
百
二
十
五
䣔
と
䣍
職
員
給
与
条
例
第
十
六
条
の
八
第
二
項

第
一
号
中
䣓
一
万
分
の
一
万
六
百
二
十
五
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
一
万
分
の
八

千
八
百
七
十
五
䣔
と
䣍
職
員
給
与
条
例
第
十
六
条
の
十
一
第
一
項
中
䣓
職

員
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
職
員
及
び
特
定
任
期
付
職
員
䣔
と
す
る 

   

改 
 

正 
 

案 

䥹
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
一
般
職
に
属
す
る
学
校
職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
適
用
除
外
等
䥺 

第
八
条 

䥹
略
䥺 

                  

現 
 
 

 
 

行 

47



  
 

３ 

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
七
条
の
三
第
一

項
䣍
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
十
八
条
の
四
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
䣍
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
七
条
の
三
第
一
項
中
䣓
以
下

䣓
特
定
管
理
職
員
䣔
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に

関
す
る
条
例(
平
成
十
四
年
山
口
県
条
例
第
五
十
号)

第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
学
校
職
員
を
含
む
䣎
以
下
䣓
特
定

管
理
職
員
䣔䣔
と
䣍
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
八
条
第
二
項
中
䣓
一
万
分
の

一
万
二
千
六
百
二
十
五
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
一
万
分
の
九
千
六
百
二
十
五
䣔

と
䣍
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
八
条
の
四
第
二
項
第
一
号
中
䣓
一
万
分
の

一
万
六
百
二
十
五
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
一
万
分
の
八
千
八
百
七
十
五
䣔
と
す

る
䣎 

  

４
・
５ 

䥹
略
䥺 

䥹
以
下
䣍
略
䥺 

 

              

４
・
５ 

䥹
略
䥺 

䥹
以
下
䣍
略
䥺 
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50



51



52



53



                          

第
十
八
条
の
二
・
第
十
八
条
の
三
䥹
略
䥺 

 

䥹
勤
勉
手
当
䥺 

第
十
八
条
の
四
䥹
略
䥺 

２ 

勤
勉
手
当
の
額
は
䣍
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
䣍
教
育
委
員
会
又
は
そ
の
委

任
を
受
け
た
者
が
人
事
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
定
め
る
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
教
育
委
員
会
又
は
そ
の

委
任
を
受
け
た
者
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
䣍
そ
の
者
に
所
属
す
る

次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
䣍
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
䣎 

一 

前
項
の
学
校
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
学
校
職
員
以

外
の
学
校
職
員 

当
該
学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
学
校
職

員
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在(

退
職
し
䣍
又
は
死
亡
し
た
学
校
職
員

に
あ
つ
て
は
䣍
退
職
し
䣍
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
䣎
次
項
に
お
い
て
同

じ
䣎)

に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地

域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
一
万
分
の
一
万
六
百
二
十

五
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額 

二 

前
項
の
学
校
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
学
校
職
員 

当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
一

万
分
の
五
千
百
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額 

 

３
䦅
５
䥹
略
䥺 

第
十
八
条
の
五
䦅
第
二
十
四
条
䥹
略
䥺 

 
 

 

附 

則 

䥹
略
䥺 

 

改 
 

正 
 

案 

 

第
十
八
条
の
二
・
第
十
八
条
の
三
䥹
略
䥺 

 

䥹
勤
勉
手
当
䥺 

第
十
八
条
の
四
䥹
略
䥺 

 

 

３
䦅
５
䥹
略
䥺 

第
十
八
条
の
五
䦅
第
二
十
四
条
䥹
略
䥺 

 
 

 

附 

則 

䥹
略
䥺 

 
現 

 
 

 
 

行 
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55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



 

 

  

 

第
一
条
䦅
第
八
条 

䥹
略
䥺 

 

䥹
通
勤
手
当
及
び
期
末
手
当) 

第
九
条 

知
事
等
の
通
勤
手
当
及
び
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
䣍
一
般

職
の
職
員
の
例
に
よ
る
䣎
た
だ
し
䣍
職
員
給
与
条
例
第
十
六
条
の
五
第
二

項
中
䣓
一
万
分
の
一
万
二
千
六
百
二
十
五
䣔
と
あ
る
の
は
䣍䣓
千
分
の
千
七

百
七
十
五
䣔
と
し
䣍
同
条
第
五
項
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
は
䣍
知
事
が
定
め
る
も
の
と
す
る
䣎 

  

䥹
以
下
䣍
略
䥺 

改 
 

正 
 

案 

○ 

知
事
等
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
䥹
第
一
条
関
係
䥺 

 

  

 

第
一
条
䦅
第
八
条 

䥹
略
䥺 

         

䥹
以
下
䣍
略
䥺 

現 
 
 

 
 

行 

 

83



 

      第
一
条
䦅
第
三
条 

䥹
略
䥺 

 

䥹
期
末
手
当) 

第
四
条 

議
員
に
は
䣍
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
六

年
山
口
県
条
例
第
二
号)

の
適
用
を
受
け
る
職
員(

同
条
例
第
十
六
条
の
五

第
五
項
䣍
第
十
六
条
の
六
及
び
第
十
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
職
員
を
除
く
䣎)

の
例
に
よ
り
䣍
期
末
手
当
を
支
給
す
る
䣎
こ
の
場

合
に
お
い
て
䣍
同
条
例
第
十
六
条
の
五
第
二
項
中
䣓
一
万
分
の
一
万
二
千

六
百
二
十
五
䣔
と
あ
る
の
は
䣍
䣓
千
分
の
千
七
百
七
十
五
䣔
と
䣍
同
条
第

四
項
中
䣓
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に
こ
れ

ら
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
議
員
が
受
け
る
べ
き
議

員
報
酬
月
額
及
び
当
該
議
員
報
酬
月
額
に
百
分
の
四
十
五
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
議
長
が
知
事
と
協
議
し
て
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
䣔
と
す

る
䣎 

 

䥹
以
下
䣍
略
䥺 

改 
 

正 
 

案 

○ 

山
口
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
䣍
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
䥹
第
三
条
関
係
䥺 

   

   第
一
条
䦅
第
三
条 

䥹
略
䥺 

             
䥹
以
下
䣍
略
䥺 

現 
 
 

 
 

行 

84



 
 

第
一
条 
・ 
第
二
条 

䥹
略
䥺 

 
 䥹

パ
䤀
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
䥺 

第
三
条 

パ
䤀
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
は
䣍
月
額
䣍
日
額
又
は

時
間
額
と
し
䣍
そ
の
額
は
䣍
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応

じ
䣍
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
䣍
一
般
職

の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
䥹
昭
和
二
十
六
年
山
口
県
条
例
第
二
号
䣎
以

下
䣓
職
員
給
与
条
例
䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
適
用
を
受
け
る
職
員
䥹
以
下
䣓
常
勤

職
員
䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
給
料
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
任
命
権
者
が
定
め
る
額

と
す
る
䣎 

 

相
当
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員 

定
型
的
な
業
務
に
従
事
す
る
職
員 

職 

員 

の 

区 

分 

月
額 

 

三
一
九
䣍
四
〇
〇
円 

日
額 

 
 

一
五
䣍
二
一
〇
円 

時
間
額 

 
 

一
䣍
九
六
〇
円 

月
額 

 

二
〇
八
䣍
五
〇
〇
円 

日
額 

 
 
 

九
䣍
九
三
〇
円 

時
間
額 

 
 

一
䣍
二
八
〇
円 

報 

酬 

の 
額 

          

２ 

䥹
略
䥺 

改 
 

正 
 

案 

 

 

第
一
条 

・ 

第
二
条 

䥹
略
䥺 

 

 

   

２ 

䥹
略
䥺 

現 
 
 

 
 

行 

 

○ 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
䣍
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

85



 

 
 

 
第
四
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
パ
䤀
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
䣍

前
条
に
規
定
す
る
報
酬
の
ほ
か
䣍
当
該
各
号
に
定
め
る
報
酬
を
支
給
す
る
䣎 

一 

職
員
給
与
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
に
在
勤
す
る

パ
䤀
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
䥹
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員

を
除
く
䣎
䥺 

前
条
に
規
定
す
る
報
酬
の
額
に
当
該
パ
䤀
ト
タ
イ
ム
会
計

年
度
任
用
職
員
が
在
勤
す
る
当
該
地
域
に
係
る
職
員
給
与
条
例
第
十
条

の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
報
酬 

 

 

二
䦅
八 

䥹
略
䥺 

２
・
３ 

䥹
略
䥺 

第
五
条
䦅
第
九
条 

䥹
略
䥺 

  

改 
 

正 
 

案 

 

  

 

 

二
䦅
八 

䥹
略
䥺 

２
・
３ 

䥹
略
䥺 

第
五
条
䦅
第
九
条 

䥹
略
䥺 

 

現 
 
 

 
 

行 

 

86



 

䥹
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
䥺 

第
十
条 

フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
は
䣍
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
䣍
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え

な
い
範
囲
内
で
䣍
常
勤
職
員
の
給
料
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
任
命
権
者
が

定
め
る
額
と
す
る
䣎 

 

相
当
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員 

定
型
的
な
業
務
に
従
事
す
る
職
員 

職 

員 

の 
区 

分 

月
額 
 

三
一
九
䣍
四
〇
〇
円 

月
額 

 

二
〇
八
䣍
五
〇
〇
円 

給 

料 

の 

額 
        

２
䦅
３ 

䥹
略
䥺 

 

䥹
以
下
䣍
略
䥺 

  

改 
 

正 
 

案 

 

    

２
䦅
３ 

䥹
略
䥺 

 

䥹
以
下
䣍
略
䥺 

現 
 
 

 
 

行 

87



 
 

 

 
 第

一
条
・
第
二
条 

（
略
） 

 

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
報
酬
） 

第
三
条 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
報
酬
は
、
月
額
、
日
額

又
は
時
間
額
と
し
、
そ
の
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
一
般

職
に
属
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
口
県

条
例
第
六
号
。
以
下
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。）
の
適
用
を
受
け

る
職
員
（
以
下
「
常
勤
学
校
職
員
」
と
い
う
。）
の
給
料
と
の
権
衡
を
考
慮

し
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

専
門
的
な
知
識
又
は
経
験
を
必
要

と
す
る
教
育
に
関
す
る
業
務
に
従

事
す
る
職
員 

相
当
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員 

定
型
的
な
業
務
に
従
事
す
る
職
員 

職
員
の
区
分 

日
額 

 
 

四
二
、
八
六
〇
円 

時
間
額 

 
  

五
、

五
三
〇
円 

月
額 

 

三
一
九
、
四
〇
〇
円 

日
額 

 
 

一
五
、
二
一
〇
円 

時
間
額 

 
  

一
、

九
六
〇
円 

月
額 

 

二
〇
八
、
五
〇
〇
円 

日
額 

 
 
 

九
、
九
三
〇
円 

時
間
額 

    

一
、

二
八
〇
円 

報
酬
の
額 

         

   

改 
 

正 
 

案 

 

 
 

 

 
 第

一
条
・
第
二
条 

（
略
） 

 
 

 

   

現 
 
 
 
 

行 

 

○ 

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

88



                          

２ 

（
略
） 

 

第
四
条 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
に 

は
、
前
条
に
規
定
す
る
報
酬
の
ほ
か
、
当
該
各
号
に
定
め
る
報
酬
を
支
給
す 

る
。 

一 

学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
に
在 

勤
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則 

で
定
め
る
職
員
を
除
く
。） 

前
条
に
規
定
す
る
報
酬
の
額
に
当
該
パ
ー 

ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
が
在
勤
す
る
当
該
地
域
に
係
る
学 

校
職
員
給
与
条
例
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
割
合
を
乗
じ
て 

得
た
額
の
報
酬 

    

二
～
八
（
略
） 

２
・
３
（
略
） 

改 
 

正 
 

案 

 

２ 

（
略
） 

 

  

   

二
～
八
（
略
） 

２
・
３
（
略
） 

現 
 
 
 
 

行 

 

89



 
第
五
条
～
第
九
条
（
略
） 

 

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
料
） 

第
十
条 

フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
料
は
、
次
の
表
の
上 

欄
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額 

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
常
勤
学
校
職
員
の
給
料
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て 

教
育
委
員
会
が
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

相
当
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員 

定
型
的
な
業
務
に
従
事
す
る
職
員 

職
員
の
区
分 

月
額 

 

三
一
九
、

四
〇
〇
円 

月
額 

 

二
〇
八
、

五
〇
〇
円 

給
料
の
額 

         

２
・
３ 

（
略
） 

 

以
下
（
略
） 

 

改 
 

正 
 

案 

 

 

第
五
条
～
第
九
条
（
略
） 

 

 

     

２
・
３ 

（
略
） 

 

以
下
（
略
） 

 

現 
 
 
 
 

行 
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第
一
条
・
第
二
条 
（
略
） 

（
特
殊
勤
務
手
当
の
種
類
） 

第
三
条 

 

一
～
十
三 

（
略
） 

（
削
る
） 

十
四 

兼
務
手
当 

 

十
五 

添
削
指
導
手
当 

 

十
六 

教
育
業
務
連
絡
指
導
手
当 

  

第
四
条
～
第
三
十
四
条 

（
略
） 

 

（
教
員
特
殊
業
務
手
当
） 

 

第
三
十
五
条 

 

（
略
） 

 

改 
 

正 
 

案 

一
般
職
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
昭
和
三
十
七
年
山
口
県
条
例
第
一
号
関
係
）
新
旧
対
照
表 

     

第
一
条
・
第
二
条 

（
略
） 

（
特
殊
勤
務
手
当
の
種
類
） 

第
三
条 

 

一
～
十
三 

（
略
） 

      

第
四
条
～
第
三
十
四
条 

（
略
） 

 

（
教
員
特
殊
業
務
手
当
） 

第
三
十
五
条 

 
（
略
） 

 

現 
 
 
 
 

行 

91



     

  

２ 

前
項
の
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
。 

一 

前
項
第
一
号
イ
の
業
務 

一
日
に
つ
き 

八
千
円 

 

（
被
害
が
特
に
著
し
い
非
常
災
害
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
が
発
生
し

た
場
合
に
お
け
る
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め

る
業
務
に
あ
っ
て
は
、
八
千
円
に
そ
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し

た
額
） 

二 

前
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
の
業
務 
一
日
に
つ
き 

八
千
円 

三 

前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
業
務 
一
日
に
つ
き 

五
千
百
円 

四 

前
項
第
四
号
の
業
務 

一
日
に
つ
き 

二
千
七
百
円 

五 

前
項
第
五
号
の
業
務 

一
日
に
つ
き 

九
百
円 

            

改 
 

正 
 

案 

 

        

現 
 
 
 
 

行 
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第
三
十
六
条 

削
除 

          

以
下
（
略
） 

改 
 

正 
 

案 

 

             

以
下
（
略
） 

 

現 
 
 
 
 

行 
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第
一
条
・
第
二
条 
（
略
） 

 

（
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
教
職
調
整
額
の
支
給
等) 

第
三
条 

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
（
一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
口
県
条
例
第
六
号
。
以
下
「
学

校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。）
別
表
第
三
の
教
育
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
る
者
に
限
る
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務
の

等
級
が
当
該
給
料
表
の
一
級
又
は
二
級
で
あ
る
者
（
指
導
改
善
研
修
被
認

定
者
（
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
認
定
の
日
か

ら
同
条
第
四
項
の
認
定
の
日
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
を
い
う
。
第
三
項
に

お
い
て
同
じ
。）
を
除
く
。）
に
は
、
そ
の
者
の
給
料
月
額
の
百
分
の
十
に
相

当
す
る
額
の
教
職
調
整
額
を
支
給
す
る
。 

  

２
（
略
） 

改 
 

正 
 

案 

○ 

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
特
別
措
置
条
例
の
一
部
改
正
（
第 

条
関
係
） 

     

第
一
条
・
第
二
条 

（
略
） 

 

   

 

     

２
（
略
） 

現 
 
 
 
 

行 
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３ 
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
（
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
条
の
二 

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
人
事
委
員
会
の
指
定
す
る
職
に
あ
る
者
及
び
指 

導
改
善
研
修
被
認
定
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第 

十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

  

以
下
（
略
） 

改 
 

正 
 

案 

 

 

 

  

以
下
（
略
） 

現 
 
 
 
 

行 

95


